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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物を洋上に設置する場合に用いる輸送台船であって、
　台船内において構造物を搭載する積荷架台を上下に駆動するアクチュエータ群を具備し
、
　前記アクチュエータ群は、第１手動操作に基づいて前記積荷架台を下げ降ろし、
　前記積荷架台の動揺が低減されるように前記アクチュエータ群を前記輸送台船の前後揺
れ又は左右揺れに基づいて自動制御するアクチュエータ制御装置を更に具備する
　輸送台船。
【請求項２】
　前記アクチュエータ群は、前記輸送台船の上下揺れの上限のタイミングで前記積荷架台
を下げ降ろす
　請求項１に記載の輸送台船。
【請求項３】
　前記輸送台船の前後揺れ又は左右揺れを低減する減揺板を更に具備する
　請求項１又は２に記載の輸送台船。
【請求項４】
　構造物を洋上に設置する場合に用いる輸送台船と、
　クレーン作業船と
を具備し、
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　前記輸送台船は、台船内において前記構造物用の積荷を搭載する積荷架台を上下に駆動
するアクチュエータ群を備え、
　前記クレーン作業船は、
　デッキクレーンと、
　第１手動操作により第１操作信号を生成するアクチュエータ操作装置と、
　第２手動操作により第２操作信号を生成するクレーン操作装置と
を備え、
　前記アクチュエータ群は、前記第１操作信号に基づいて前記積荷架台を下げ降し、
　前記デッキクレーンは、前記第２操作信号に基づいて前記積荷架台に載せられた積荷を
吊り上げる
　洋上構造物設置システム。
【請求項５】
　前記輸送台船は、前記輸送台船の上下揺れを検知して上下揺れ検知信号を出力する上下
揺れセンサを備え、
　前記クレーン作業船は、前記上下揺れ検知信号に基づいて前記輸送台船の上下揺れを表
示する表示装置を備える
　請求項４の洋上構造物設置システム。
【請求項６】
　前記デッキクレーンは、前記輸送台船の上下揺れの上限のタイミングで前記積荷架台に
載せられた前記積荷を吊り上げ、
　前記アクチュエータ群は、前記上限のタイミングで前記積荷架台を下げ降ろす
　請求項４又は５に記載の洋上構造物設置システム。
【請求項７】
　前記クレーン作業船は、
　前記デッキクレーンが設けられた船体と、
　前記船体を海底に支持するジャッキアップ装置と
を備える
　請求項４乃至６のいずれかに記載の洋上構造物設置システム。
【請求項８】
　洋上で輸送台船の積荷架台に載せられた積荷を吊り上げることと、
　前記積荷を吊り上げる際に前記積荷架台を下げ降ろすことと、
　アクチュエータ操作装置が第１手動操作に基づいて第１操作信号を出力することと、
　クレーン操作装置が第２手動操作に基づいて第２操作信号を出力することと
を具備し、
　前記積荷架台を下げ降ろすことにおいて、前記輸送台船のアクチュエータ群が前記第１
操作信号に基づいて前記積荷架台を下げ降ろし、
　前記積荷を吊り上げることにおいて、クレーン作業船のデッキクレーンが前記第２操作
信号に基づいて前記積荷を吊り上げ、
　前記アクチュエータ操作装置及び前記クレーン操作装置は、前記輸送台船及び前記クレ
ーン作業船の一方に設けられる
　洋上構造物設置方法。
【請求項９】
　前記アクチュエータ操作装置及び前記クレーン操作装置は、前記クレーン作業船に設け
られ、
　前記輸送台船の上下揺れを検知することと、
　前記クレーン作業船の表示装置が前記輸送台船の上下揺れを表示することと
を更に具備する
　請求項８に記載の洋上構造物設置方法。
【請求項１０】
　前記積荷を吊り上げること及び前記積荷架台を下げ降ろすことを前記輸送台船の上下揺
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れの上限のタイミングで実行する
　請求項８又は９に記載の洋上構造物設置方法。
【請求項１１】
　前記積荷を吊り上げることにおいて、ジャッキアップ脚を介して海底に支持されたクレ
ーン作業船が前記積荷を吊り上げる
　請求項８に記載の洋上構造物設置方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、輸送台船、洋上構造物設置システム及び洋上構造物設置方法に関し、特に、
風車のような構造物を洋上に設置する用途に好適な輸送台船、洋上構造物設置システム及
び洋上構造物設置方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に風車等の構造物を洋上に輸送・設置する場合、まず、ジャッキアップ装置、デッ
キクレーンを備えた輸送台船上に、構造物の各パーツ、洋上に風車を設置するための基礎
構造等を積込み、設置海域まで自航もしくは曳航し移動する。
　移動後、ジャッキアップ脚を海底へ降ろし船体を海面上へ完全に持ち上げた状態で、デ
ッキクレーンを用いて輸送台船から各パーツを吊り上げ設置作業が行われる。
　また、設置海域に作業用台船が常駐している場合は、作業用台船の隣に輸送台船をジャ
ッキアップした後、作業用台船に備えたデッキクレーンで輸送台船上に積載された風車パ
ーツ等を吊り上げ、そのまま設置作業を行うこともある。
【０００３】
　特許文献１（実公平７－１１０３３号公報）は、船舶における船体上部構造物の上下方
向および左右方向の動揺を吸収するための上部構造物動揺吸収制御装置を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実公平７－１１０３３号公報
【発明の概要】
【０００５】
　しかしながら、従来の技術においては、輸送台船を設置海域に移動した後、積荷を降ろ
すためにジャッキアップし、輸送台船を固定する作業が必要となる。
　また、風車の設置海域についても、岸から遠く水深の深い海域に風車を設置することが
多く、更に、風車自体も大型化していく傾向があり、設置工事時間、設置工事コストが嵩
んでしまうという問題があった。
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、輸送コストおよび設置時間
を低減し、かつ、積荷を損傷させることなく積荷を降ろす作業を行える輸送台船、洋上構
造物設置システムを提供することを目的とする。
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点による輸送台船は、構造物を洋上に設
置する場合に用いられる。その輸送台船は、構造物を搭載する積荷架台を具備する。前記
積荷架台は台船内において昇降可能である。
【０００７】
　従来は、輸送台船から積荷を下ろす場合、波による船体の上下揺れが発生するため、予
め輸送台船を海底にジャッキアップし、輸送台船を固定した状態で作業が行われることと
なる。
　そこで、輸送台船の積荷架台を上下昇降可能に構成し、積荷架台から積荷を吊り上げる
際に積荷架台を下げ降ろすことを可能にした。
　そのため、輸送台船を海底にジャッキアップさせることなく、波による輸送台船の上下
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揺れの影響を緩和することができる。したがって、積荷を吊り上げる際に積荷と積荷架台
とがぶつかることが防止され、高価なジャッキアップ装置を備えた輸送台船を使用するコ
ストおよびジャッキアップを行う時間が低減されることとなる。
【０００８】
　本発明の第１の観点による輸送台船は、前記積荷架台を上下に駆動するアクチュエータ
群を具備することが好ましい。前記アクチュエータ群は、第１手動操作に基づいて前記積
荷架台を下げ降ろす。手動操作に基づいて積荷架台を下げ降ろすことで、積荷架台を下げ
降ろすタイミングの制御が容易である。
【０００９】
　前記アクチュエータ群は、前記輸送台船の上下揺れの上限のタイミングで前記積荷架台
を下げ降ろすことが好ましい。輸送台船の上下揺れの上限のタイミングで積荷架台を下げ
降ろすことで輸送台船の下方への移動とアクチュエータ群による積荷架台の下げ降ろしと
が重ね合わせられ、吊り上げられた積荷から積荷架台が速やかに離れる。そのため、積荷
と積荷架台とがぶつかることが更に確実に防止される。
【００１０】
　さらに、本発明の第１の観点による輸送台船は、前記積荷架台の動揺が低減されるよう
に前記アクチュエータ群を前記輸送台船の前後揺れ又は左右揺れに基づいて自動制御する
アクチュエータ制御装置を更に具備することが好ましい。
【００１１】
　輸送台船にアクチュエータ制御装置を備えたことで、波による上下揺れだけでなく、前
後揺れ又は左右揺れを低減することができ、積荷を降ろす作業を容易に行うことができる
。
【００１２】
　さらに、本発明の第１の観点による輸送台船は、前記輸送台船の前後揺れ又は左右揺れ
を低減する減揺板を更に具備することが好ましい。
【００１３】
　輸送台船に輸送台船の前後揺れ又は左右揺れを低減する減揺板を備えたことで、波によ
る上下揺れだけではなく、前後揺れ、左右揺れについても影響を緩和させることができ、
積荷を降ろす作業を容易に行うことができる。
【００１４】
　本発明の第２の観点による洋上構造物設置システムは、上記輸送台船と、クレーン作業
船とを具備する。前記輸送台船は、前記積荷架台を上下に駆動するアクチュエータ群を備
える。前記クレーン作業船は、デッキクレーンと、第１手動操作により第１操作信号を生
成するアクチュエータ操作装置と、第２手動操作により第２操作信号を生成するクレーン
操作装置とを備える。前記アクチュエータ群は、前記第１操作信号に基づいて前記積荷架
台を下げ降ろす。前記デッキクレーンは、前記第２操作信号に基づいて前記積荷架台に載
せられた積荷を吊り上げる。
【００１５】
　輸送台船に備える積荷架台を下げ降ろすアクチュエータ群の操作信号を生成するアクチ
ュエータ操作装置、および積荷を吊り上げるデッキクレーンの操作信号を生成するクレー
ン操作装置をクレーン作業船に備えるシステムとすることで、積荷架台の下げ降ろしと積
荷の吊り上げのタイミングを正確に合わせることができ、積荷を損傷させることなく積荷
を降ろす作業を行うことができる。
【００１６】
　さらに、本発明の第２の観点による洋上構造物設置システムにおいて、前記輸送台船は
、前記輸送台船の上下揺れを検知して上下揺れ検知信号を出力する上下揺れセンサを備え
、前記クレーン作業船は、前記上下揺れ検知信号に基づいて前記輸送台船の上下揺れを表
示する表示装置を備えることが好ましい。
【００１７】
　波による輸送台船の上下揺れを検出し、クレーン作業船に備えられた表示装置に表示さ
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れることとした。したがって、前記デッキクレーンが前記輸送台船の上下揺れの上限のタ
イミングで前記積荷架台に載せられた前記積荷を吊り上げ、前記アクチュエータ群が前記
上限のタイミングで前記積荷架台を下げ降ろすことが容易である。よって、波による輸送
台船の上下揺れの影響を緩和するととともに、上限のタイミングで積荷の吊り上げと積荷
台の下げ降ろしを行うことで、積荷を吊り上げる際の積荷と積荷架台との衝突を回避でき
、容易に積荷を降ろすことができる。
【００１８】
　さらに、前記クレーン作業船は、前記デッキクレーンが設けられた船体と、前記船体を
海底に支持するジャッキアップ装置とを備えることが好ましい。
【００１９】
　積荷を吊り上げるデッキクレーンを備えたクレーン作業船をジャッキアップ装置を介し
て海底に支持することで、クレーン作業船の波による揺れを解消し、容易に積荷を降ろす
ことができる。
【００２０】
　本発明の第３の観点による洋上構造物設置方法は、洋上で輸送台船の積荷架台に載せら
れた積荷を吊り上げることと、前記積荷を吊り上げる際に前記積荷架台を下げ降ろすこと
とを具備する。
【００２１】
　そのため、輸送台船を海底にジャッキアップさせることなく、波による輸送台船の上下
揺れの影響を緩和することができる。したがって、積荷を吊り上げる際に積荷と積荷架台
とがぶつかることが防止され、高価なジャッキアップ装置を備えた輸送台船を使用するコ
ストおよびジャッキアップを行う時間が低減されることとなる。
【００２２】
　洋上構造物設置方法は、アクチュエータ操作装置が第１手動操作に基づいて第１操作信
号を出力することと、クレーン操作装置が第２手動操作に基づいて第２操作信号を出力す
ることとを更に具備することが好ましい。前記積荷架台を下げ降ろすことにおいて、前記
輸送台船のアクチュエータ群が前記第１操作信号に基づいて前記積荷架台を下げ降ろす。
前記積荷を吊り上げることにおいて、クレーン作業船のデッキクレーンが前記第２操作信
号に基づいて前記積荷を吊り上げる。前記アクチュエータ操作装置及び前記クレーン操作
装置は、前記輸送台船及び前記クレーン作業船の一方に設けられる。
【００２３】
　アクチュエータ操作装置及びクレーン操作装置が輸送台船及びクレーン作業船の一方に
設けられるため、積荷架台の下げ降ろしと積荷の吊り上げのタイミングを正確に合わせる
ことができ、積荷を損傷させることなく積荷を降ろす作業を行うことができる。
【００２４】
　前記アクチュエータ操作装置及び前記クレーン操作装置が記クレーン作業船に設けられ
る場合、第３の観点による洋上構造物設置方法は、前記輸送台船の上下揺れを検知するこ
とと、前記クレーン作業船の表示装置が前記輸送台船の上下揺れを表示することとを更に
具備することが好ましい。
【００２５】
　前記積荷を吊り上げること及び前記積荷架台を下げ降ろすことを前記輸送台船の上下揺
れの上限のタイミングで実行することが好ましい。
【００２６】
　前記積荷を吊り上げることにおいて、ジャッキアップ脚を介して海底に支持されたクレ
ーン作業船が前記積荷を吊り上げることが好ましい。
【００２７】
　本発明によれば、波で上下に揺れる輸送台船から積荷を吊り上げる際に輸送台船と積荷
とがぶつかることが防止される輸送台船、洋上構造物設置システム及び洋上構造物設置方
法が提供される。
【図面の簡単な説明】
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【００２８】
　本発明の上記目的、他の目的、効果、及び特徴は、添付される図面として連携して実施
の形態の記述から、より明らかになる。
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態に係る洋上構造物設置システムの概略図である
。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る洋上構造物設置システムの制御系の概念図である
。
【図３Ａ】図３Ａは、第１の実施形態に係る洋上構造物設置方法の手順を示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、第１の実施形態に係る洋上構造物設置方法の手順を示す。
【図３Ｃ】図３Ｃは、第１の実施形態に係る洋上構造物設置方法の手順を示す。
【図３Ｄ】図３Ｄは、第１の実施形態に係る洋上構造物設置方法の手順を示す。
【図４】図４は、本発明の第２の実施形態に係る洋上構造物設置システムの制御系の概念
図である。
【図５】図５は、本発明の第３の実施形態に係る洋上構造物設置システムの制御系の概念
図である。
【図６】図６は、本発明の第４の実施形態に係る輸送台船の概略図である。
【図７】図７は、本発明の第５の実施形態に係る輸送台船の概略図である。
【図８】図８は、本発明の第６の実施形態に係る輸送台船の概略図である。
【図９】図９は、本発明の第７の実施形態に係る輸送台船の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　添付図面を参照して、本発明による輸送台船、洋上構造物設置システム及び洋上構造物
設置方法を実施するための形態を以下に説明する。
【００３０】
　（第１の実施形態）
　図１を参照して、本発明の第１の実施形態について説明する。洋上構造物設置システム
１０は、輸送台船２０と、クレーン作業船４０とを備える。輸送台船２０は、船体２１と
、積荷架台２２と、アクチュエータ群２３とを備える。クレーン作業船４０は、船体４１
と、ジャッキアップ装置４２と、デッキクレーン４３と、クレーンオペレータ室４４とを
備える。デッキクレーン４３及びクレーンオペレータ室４４は船体４１上に設けられる。
ジャッキアップ装置４２は、ジャッキアップ脚４２ａを備える。デッキクレーン４３は、
輸送物を吊り上げるフック４３ａを備える。輸送台船２０及びクレーン作業船４０は、自
航又は曳航により航行可能である。
【００３１】
　図２は、輸送台船２０の積荷架台２２に載せられた積荷を吊り上げる機構を模式的に示
した図である。輸送台船２０は、アクチュエータ制御装置２４と、アクチュエータ操作装
置２５とを備える。アクチュエータ群２３は、複数のアクチュエータ２３Ａ乃至２３Ｄを
備える。アクチュエータ２３Ａ乃至２３Ｄは、積荷架台２２に接続され、船体２１の上方
位置で積荷架台２２を支持する。アクチュエータ群２３は積荷架台２２を上下に駆動する
ことができる。アクチュエータ操作装置２５は、手動操作により操作信号を出力する。ア
クチュエータ制御装置２４は、アクチュエータ操作装置２５から出力された操作信号に基
づいてアクチュエータ２３Ａ乃至２３Ｄを制御する。クレーン作業船４０は、クレーンオ
ペレータ室４４に設けられたクレーン操作装置４５を備える。クレーン操作装置４５は、
手動操作により操作信号を出力する。デッキクレーン４３は、クレーン操作装置４５が出
力した操作信号に基づいて動作する。
【００３２】
　以下、本実施形態では、洋上構造物設置システム１０によって洋上に設置される構造物
が風車の場合を説明するが、洋上に設置される構造物は石油プラットホームや橋脚等であ
ってもよい。
【００３３】
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　図１を参照して、クレーン作業船４０は、風車の設置のためのクレーン作業に用いられ
る。クレーン作業船４０が風車設置海域の所望の場所に配置されたら、ジャッキアップ装
置４２のジャッキアップ脚４２ａを海底へ降ろして船体４１を海面上に持ち上げる。よっ
て、クレーン作業船４０は、ジャッキアップ脚４２ａを介して海底に支持されることとな
る。輸送台船２０は、風車の部品や基礎構造の輸送に用いられる。風車の部品や基礎構造
としての積荷６０は、積荷架台２２に載せられる。輸送台船２０は、積荷６０を港から風
車設置海域まで輸送し、クレーン作業船４０の近く、望ましくはクレーン作業船４０と隣
接する場所で停船する。
【００３４】
　その後、クレーン作業による積荷降ろしが行われる。クレーン作業は、積荷６０を輸送
台船２０から吊り上げる荷吊作業を含む。荷吊作業を実行する際、荷吊作業者１０１及び
アクチュエータオペレータ１０２は輸送台船２０上で作業し、クレーンオペレータ１０３
はクレーンオペレータ室４４でデッキクレーン４３を操縦する。
【００３５】
　荷吊作業において、はじめに、玉掛け作業者は、ワイヤ５０を介して積荷６０をフック
４３ａに接続する。ここで、玉掛け作業者は、輸送台船２０が上下揺れの下限にきたとき
に積荷６０が積荷架台２２から浮き上がらない程度にワイヤ５０が張るように、且つ、輸
送台船２０が上下揺れの上限にきたときにワイヤ５０がたるむように、ワイヤ５０を介し
て積荷６０をフック４３ａに接続する。玉掛け作業者は、荷吊作業者１０１及びアクチュ
エータオペレータ１０２を含んでも良い。
【００３６】
　図３Ａは、輸送台船２０が上下揺れの下限にきた状態を示している。図３Ｂは、輸送台
船２０が上下揺れの上限にきた状態を示している。クレーン作業船４０がジャッキアップ
脚４２ａを介して海底に支持されるため、フック４３ａは波によって上下に揺れない。輸
送台船２０が上下揺れの下限にくると、積荷６０が積荷架台２２から浮き上がらない程度
にワイヤ５０が張る。輸送台船２０が上下揺れの上限にくると、ワイヤ５０がたるむ。
【００３７】
　荷吊作業者１０１は、輸送台船２０の上下揺れの上限のタイミングで旗、ホイッスル、
又はトランシーバ等の指示器具を用いて合図をする。クレーンオペレータ１０３は、荷吊
作業者１０１の合図にあわせてクレーン操作装置４５に対して手動操作を行う。クレーン
操作装置４５は、クレーンオペレータ１０３の手動操作に基づいて操作信号を出力する。
デッキクレーン４３は、クレーン操作装置４５が出力した操作信号に基づいて積荷６０を
吊り上げる。アクチュエータオペレータ１０２は、荷吊作業者１０１の合図にあわせてア
クチュエータ操作装置２５に対して手動操作を行う。アクチュエータ操作装置２５は、ア
クチュエータオペレータ１０２の手動操作に基づいて操作信号を出力する。アクチュエー
タ制御装置２４は、アクチュエータ操作装置２５から出力された操作信号に基づいて、ア
クチュエータ群２３が積荷架台２２を下げ降ろすようにアクチュエータ群２３を制御する
。
【００３８】
　したがって、図３Ｃに示すように、輸送台船２０の上下揺れの上限のタイミングで、積
荷６０が吊り上げられ、且つ、積荷架台２２が下げ降ろされる。その結果、図３Ｄに示す
ように、船体２１の波による上下揺れを緩和するとともに、積荷６０と積荷架台２２の間
で速やかに十分な距離が保たれることとなる。そのため、積荷６０を吊り上げる際、吊り
上げの揺れによる積荷６０と積荷架台２２との衝突を防止することができ、さらに、積荷
６０が吊り上げられた後の次の上下揺れの上限のタイミングにおいて積荷６０と積荷架台
２２とがぶつかることを防止することができる。
【００３９】
　本実施形態に係る輸送台船２０、洋上構造物設置システム１０及び洋上構造物設置方法
によれば、波で上下に揺れる輸送台船２０から積荷６０を吊り上げる際に輸送台船２０と
積荷６０とがぶつかることが防止される。本実施形態に係る輸送台船２０、洋上構造物設



(8) JP 5490230 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

置システム１０及び洋上構造物設置方法は、輸送台船２０をジャッキアップした状態で積
荷６０を吊り上げる場合や輸送台船２０が積荷６０の輸送とクレーン作業の両方を行う場
合に比べて、作業工数が低減される。特に、ジャッキアップ装置のジャッキアップ脚の上
げ下ろしのための作業工数が低減されるため、本実施形態に係る輸送台船２０、洋上構造
物設置システム１０及び洋上構造物設置方法は、水深の深い海域に風車等の構造物を設置
する場合に特に有利である。更に、輸送台船２０が高価なジャッキアップ装置を備える必
要がないため、輸送台船２０の用船コストが低減される。
【００４０】
　（第２の実施形態）
　図４を参照して、本発明の第２の実施形態に係る洋上構造物設置システム１０及び洋上
構造物設置方法を説明する。本実施形態に係る洋上構造物設置システム１０及び洋上構造
物設置方法は、下記点で第１の実施形態に係る洋上構造物設置システム１０及び洋上構造
物設置方法と異なり、その他の点で第１の実施形態に係る洋上構造物設置システム１０及
び洋上構造物設置方法と同じである。
【００４１】
　輸送台船２０は、前後揺れセンサ２７と、左右揺れセンサ２８とを備える。前後揺れセ
ンサ２７、及び、左右揺れセンサ２８は、加速度計又は喫水計を備える。前後揺れセンサ
２７は、船体２１の前後揺れを検知して前後揺れ検知信号を出力する。左右揺れセンサ２
８は、船体２１の左右揺れを検知して左右揺れ検知信号を出力する。アクチュエータ制御
装置２４は、前後揺れ検知信号及び左右揺れ検知信号に基づいて、積荷架台２２の動揺が
低減されるようにアクチュエータ群２３を自動制御する。アクチュエータ制御装置２４は
、アクチュエータ操作装置２５が出力した操作信号を受けた際は、積荷架台２２の動揺を
低減するための自動制御を中止し、積荷架台２２が下げ降ろされるようにアクチュエータ
群２３を制御する。或いは、アクチュエータ制御装置２４は、アクチュエータ操作装置２
５が出力した操作信号に基づいて、積荷架台２２の動揺を低減するための自動制御と積荷
架台２２を下げ降ろすための制御とが重ねあわされた制御を実行してもよい。
【００４２】
　本実施形態によれば、積荷架台２２の前後揺れおよび左右揺れの動揺が低減されるため
、荷吊作業を更に容易に行える。
【００４３】
　（第３の実施形態）
　図５を参照して、本発明の第３の実施形態に係る洋上構造物設置システム１０及び洋上
構造物設置方法を説明する。本実施形態に係る洋上構造物設置システム１０及び洋上構造
物設置方法は、下記点で第１の実施形態に係る洋上構造物設置システム１０及び洋上構造
物設置方法と異なり、その他の点で第１の実施形態に係る洋上構造物設置システム１０及
び洋上構造物設置方法と同じである。
【００４４】
　輸送台船２０は、輸送台船２０（例えば船体２１）の上下揺れを検知して上下揺れ検知
信号を出力する上下揺れセンサ２６を備える。上下揺れセンサ２６は、加速度計又は喫水
計を備える。クレーン作業船４０は、アクチュエータ操作装置４６と、表示装置４７とを
備える。アクチュエータ操作装置４６及び表示装置４７は、クレーンオペレータ室４４に
設けられる。表示装置４７は、上下揺れセンサ２６が出力した上下揺れ検知信号を有線又
は無線通信を介して受信し、上下揺れ検知信号に基づいて輸送台船２０（例えば船体２１
）の上下揺れをクレーンオペレータ１０３に表示する。表示装置４７は、例えばオシロス
コープである。アクチュエータ操作装置４６は、手動操作により操作信号を出力する。ア
クチュエータ制御装置２４は、有線又は無線通信を介してアクチュエータ操作装置４６が
出力した操作信号を受信する。
【００４５】
　クレーンオペレータ１０３は、表示装置４７に表示される輸送台船２０の上下揺れに基
づいて、輸送台船２０の上下揺れの上限のタイミングを判断し、そのタイミングでクレー
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ン操作装置４５及びアクチュエータ操作装置４６に対して手動操作を行う。クレーンオペ
レータ１０３の手動操作に基づくクレーン操作装置４５及びデッキクレーン４３の動作は
第１の実施形態で述べたとおりである。アクチュエータ操作装置４６は、クレーンオペレ
ータ１０３の手動操作に基づいて操作信号を出力する。アクチュエータ制御装置２４は、
アクチュエータ操作装置４６から出力された操作信号に基づいて、アクチュエータ群２３
が積荷架台２２を下げ降ろすようにアクチュエータ群２３を制御する。
【００４６】
　本実施形態によれば、積荷６０の吊り上げ及び積荷架台２２の下げ降しが同一のクレー
ンオペレータ室４４にて手動操作により実行されるため、積荷６０の吊り上げのタイミン
グと積荷架台２２の下げ降しのタイミングとを合わせることが容易である。
【００４７】
　なお、クレーン操作装置４５とは別のクレーン操作装置（不図示）をアクチュエータ操
作装置２５の近くに設けて、アクチュエータオペレータ１０２の手動操作に基づいて積荷
６０の吊り上げ及び積荷架台２２の下げ降しを実行してもよい。更に、アクチュエータ制
御装置２４が第２の実施形態と同様の制御を実行してもよい。
【００４８】
　（第４の実施形態）
　図６を参照して、本発明の第４の実施形態に係る輸送台船２０を説明する。本実施形態
に係る輸送台船２０は、第１乃至第３の実施形態のいずれかに係る輸送台船２０に他の積
荷架台２２及び他のアクチュエータ群２３が追加されたものである。他の積荷架台２２及
び他のアクチュエータ群２３は、上述の積荷架台２２及びアクチュエータ群２３と同じよ
うに構成されて同じように動作する。他の積荷架台２２には他の積荷６０が載せられる。
【００４９】
　本実施形態によれば、積荷６０ごとに積荷架台２２が設けられるため、荷吊作業が容易
になる。
【００５０】
　（第５の実施形態）
　図７を参照して、本発明の第５の実施形態に係る輸送台船２０を説明する。本実施形態
に係る輸送台船２０は、第１乃至第４の実施形態のいずれかに係る輸送台船２０に減揺板
２９が追加されたものである。減揺板２９は、輸送台船２０の前後揺れを低減するために
船体２１から前後に張り出す、又は、輸送台船２０の左右揺れを低減するために船体２１
から左右に張り出す。本実施形態によれば、輸送台船２０の前後揺れ又は左右揺れが低減
されるため、荷吊作業が容易になる。なお、前後揺れを低減するための減揺板２９及び左
右揺れを低減するための減揺板２９の両方が設けられてもよい。
【００５１】
　（第６の実施形態）
　図８を参照して、本発明の第６の実施形態に係る輸送台船２０を説明する。本実施形態
に係る輸送台船２０は、第１乃至第５の実施形態のいずれかに係る輸送台船２０から船型
が変更されたものである。本実施形態に係る輸送台船２０の船体２１は、ＳＷＡＴＨ（Ｓ
ｍａｌｌ　Ｗａｔｅｒｐｌａｎｅ　Ａｒｅａ　Ｔｗｉｎ　Ｈｕｌｌ）船型である。本実施
形態によれば、輸送台船２０の上下揺れの振幅が小さくなるため、荷吊作業が容易になる
。
【００５２】
　（第７の実施形態）
　図９を参照して、本発明の第７の実施形態に係る輸送台船２０を説明する。本実施形態
に係る輸送台船２０は、第１乃至第５の実施形態のいずれかに係る輸送台船２０から船型
が変更されたものである。本実施形態に係る輸送台船２０の船体２１は、セミサブ（Ｓｅ
ｍｉ－Ｓｕｂｍｅｒｓｉｂｌｅ）船型である。本実施形態によれば、輸送台船２０の上下
揺れの振幅が小さくなるため、荷吊作業が容易になる。
【００５３】
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　以上、実施の形態を参照して本発明による輸送台船、洋上構造物設置システム及び洋上
構造物設置方法を説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されない。上記実施の形態
は、発明の目的と抵触しない範囲で変更し、組み合わせることが可能である。

【図１】 【図２】
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